
邑智郡外の被保険者へのサービス提供について 
 

 

 

1. 邑智郡外の方が住所を移さず邑智郡内のサービス事業所を利用する場合 
（例）郡外の自宅に住所を置いたまま、邑智郡内の家族宅で生活し郡内の介護サービスを利用 

 

 

① 要介護の方へのサービス提供 

 地域密着型サービスを除いて、制限なく利用できます。 

 

 

② 地域密着型サービスを利用する場合 

 原則としてその事業所がある市町村の被保険者のみが利用できるサービスです。 

邑智郡外の方が利用する場合、サービス事業所は保険者市町村の指定を受ける必

要があります。 

 

③ 要支援者・事業対象者が総合事業を利用する場合 

 総合事業は市町村が独自に行う事業であることから、邑智郡外の方が住所を移さ

ず邑智郡の訪問型・通所型サービスを利用する場合は、保険者市町村の指定を受け

る必要があります。 

 

 

※ ②、③とも、指定を受けないままサービス提供を行うと、事業所の請求が通らない

ため、利用者や事業所が不利益を被ることになります。 

  

※ 邑智郡内の方が住所を移さず邑智郡外の地域密着型サービスや総合事業を利用す

る場合も、当該事業所は邑智郡の指定が必要になりますので、必ず事前に役場介護

保険担当課または介護保険課までご相談いただきますようお願いします。 

 

2. 住所地特例施設に住所を移して、施設所在市町村のサービスを利用する場合 

地域密着型サービス、総合事業ともに施設所在地のサービスを受けることが可能

であるため、指定申請等は必要ありません。 

※ ただし、地域密着型サービスについては以下のサービスのみ利用可 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 夜間対応型訪問介護 

 地域密着型通所介護 

 小規模多機能居宅介護 

 看護小規模多機能型居宅介護 
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